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１ 目的 

本市では、耐震強度が不足している市庁舎の耐震化を図るため、平成 29 年 5 月

に建替えする方針を決定し、新庁舎建設に当たり、基本的な事項をまとめた米沢

市新庁舎建設基本計画（以下「基本計画」という。）を平成 30 年 3 月に策定しま

した。基本計画では、事業手法について、「スケジュール上の制約」及び「財政

上の制約」を重視し、「設計・施工一括発注方式」を採用することとしました。 

この公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）は、米沢市新庁

舎建設事業の設計施工者を選定するに当たり、広く技術提案を求め、その提案内

容のほか、実績・能力・適性・価格等を総合的に評価し、最も適した事業者を特

定するため実施するものです。 

 

２ 事業の概要 

(1)事業名 

米沢市新庁舎建設事業（以下「本事業」という。） 

(2)発注者 

米沢市 

(3)工事場所 

米沢市金池五丁目 2番 25号 

(4)整備対象施設 

市庁舎及び周辺外構工事 

(5)対象業務 

本事業の対象業務（以下「本業務」という。）は、次表の「○」が記されてい

る業務です。「－」が記されている業務は、別に発注する予定です。 

区 分 
設計 

業務 

監理 

業務 

施工 

業務 

a. 新庁舎本体建築工事 ○ ○ ○ 

b. B棟・消防庁舎等への配線・配管等工事 ○ ○ ○ 

c. 新庁舎の家具・備品、付帯設備・機器・引越し ○ － － 

d. 駐車場上屋、歩廊（上屋雪よけ） ○ ○ ○ 

e. 外構整備 A（新庁舎工事区域） ○ ○ ○ 

f. 外構工事 B（新庁舎工事区域外） 

置賜広域行政事務組合消防庁舎及び梯子車車庫

兼通信指令センター敷地含む 

○ － － 

g. 解体・除却工事 A（新庁舎整備に伴う既存施設） ○ ○ ○ 

h. 解体・除却工事 B（現庁舎その他の解体・除却工

事） 
○ － － 

i. 移設工事（既存非常用発電機の移設） ○ ○ ○ 

j. 車両出入口変更に伴う歩道切下げ、復旧工事 ○ ○ ○ 

k. 歩道上既存バス停の撤去、新設及びそれに伴う

歩道形状の変更 
○ ○ ○ 

(6)要求水準 

本業務の実施に係る要求水準は、米沢市新庁舎建設事業要求水準書（以下「要

求水準書」という。）のとおりです。 
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(7)履行期間 

契約締結の日から平成 33年 3月 22日（月）まで。ただし、提案により履行期

間を短縮することは差し支えありません。 

なお、履行期間の目安は、以下のとおりです。 

設計業務：契約締結の日～平成 31年 9月 30日 

監理業務：平成 31年 10月 1日～平成 33年 3月 22日 

施工業務：平成 31年 10月 1日～平成 33年 3月 22日 

(8)提案上限価格 

本事業における提案上限価格は 5,030,080 千円（消費税及び地方消費税の額を

除く。）とします。 

なお、各年度の支払条件については、契約予定事業者と本業務の工程を協議し

た上で、原則として当該年度の出来高の予定額に基づいて契約約款に定めます。 

 

３ 事務局 

米沢市総務部財政課 

住所：〒992‐8501 米沢市金池五丁目 2番 25号 米沢市役所４階 

電話：0238‐22‐5111 FAX：0238‐22‐0498 

担当者：新藤、高橋、鏡 

電子メール：kanzai@city.yonezawa.yamagata.jp 

ホームページ：http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/ 

※本事業の設計施工者選定に係るコンストラクションマネジメント業務を、明

豊ファシリティワークス株式会社（以下「CMR」という。）に委託していま

す。本プロポーザルに関し、発注者からの指示に基づいて CMR から依頼等が

行われた場合は、これを発注者によるものとして対応してください。 

 

４ 参加資格 

(1)参加者の構成等 

ア 本プロポーザルに参加する者（以下「参加者」という。）は、次表のいずれか

の区分で結成された特定建設工事共同企業体（以下「ＪＶ」という。）とします。 

区分 
構成員の数 

代表構成員 市内施工事業者 設計事務所 計 

① 1者 1者 － 2者 

② 1者 2者 － 3者 

③ 1者 1者 1者 3者 

④ 1者 2者 1者 4者 

イ 上記アの各構成員の要件等は、次のとおりです。 

① 代表構成員は、建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 3条第 1項の建設

業許可を受けている者のうち、建設業法第 27条の 29に基づく建築一式工事

の総合評定値の点数が公告日（平成 30年 4月 9日）現在 1,700点以上の者

であること。また、本業務の開始時点で、要求水準書に示す資格を有する

者（常勤の者に限る。）を、本業務全体の統括責任者（以下「統括代理人」

という。）として配置できること。 
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② 市内施工事業者は、本市の区域内に本店を有し、かつ米沢市契約規則（昭

和 53年規則第 5号）第 23条第 2項に基づく平成 29・30 年度指名競争入札

参加者登録簿（以下「入札参加登録簿」という。）において建築一式工事

の等級 Aに格付登録されている者であること。 

③ 設計事務所は、建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第 1項の規定

に基づく一級建築士事務所の登録を受けている者であること。 

④ 各構成員は、他のＪＶの構成員として本プロポーザルに参加しないこと。 

⑤ 最低出資比率は、市内施工事業者が 1者の場合は 30％以上、2者の場合は

20％以上とする。ただし、設計事務所の最低出資比率は設けない。 

(2)ＪＶの構成員に共通する参加資格 

ＪＶの構成員は、参加表明書を提出する時点で次に掲げる要件を全て満たす者

とします。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しな

い者であること。 

イ 入札参加者登録簿に登録された者であること。ただし、構成員のうち測量・

建設コンサルタント業務等の区分に登録されていない者（建設工事の区分に登

録されている者に限る。）が、設計業務及び監理業務を行う場合は、参加表明

書の提出までに、本実施要領 10(5)に記載している設計業務及び監理業務に係

る参加資格審査申請を行い、これが正式に受理されることにより登録簿に登録

された者であるとみなすものとする。なお、この参加資格審査申請は本事業に

対してのみ有効とする。 

ウ 米沢市建設工事等指名停止規程（平成 6年告示第 66号）に基づく指名停止

期間中でないこと。 

エ 経営不振の状態（会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条第 1項の規

定に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成 11年法律第

225号）第 21 条第 1項の規定に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手

形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。）にないこと。 

(3)業務別の参加資格 

ア 設計業務に係る要件 

設計業務を行う者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。 

① 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第 1項の規定に基づく一級建

築士事務所の登録を受けている者であること。 

② 建築士法第 26 条第 2 項の規定による当該建築士事務所の閉鎖期間中でな

いこと。 

③ 平成 15 年度以降に日本国内で業務を完了した次に掲げる要件を満たす建

築物の実施設計業務を元請として履行した実績があること。この場合、両

方の要件を満たす単一の建築物における実績がある場合でも、いずれか一

方の要件を満たす建築物における実績がそれぞれある場合でも可とする。 
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ａ 平成 21 年国土交通省告示第 15 号の別添二による建築物の類型四 

業務施設の第２類に該当し、延床面積 5,000 ㎡以上の建築物（複合施

設の場合は、当該用途部分の延床面積が 5,000㎡以上の場合に限る） 

ｂ 構造性能評価を受け大臣認定を取得した 5,000 ㎡以上の免震構造の

建築物 

なお、設計・施工分離方式で発注された設計業務を共同企業体で受注し

た場合は、出資比率が最も高い構成員として参加した案件のみを実績とし

て認定し、設計・施工一括発注方式で発注された業務を共同企業体で受注

した場合は、構成員として参加した案件（ただし、設計業務者が 2者以上の

場合は主たる設計業務者となったものに限る。）も実績として認定する。 

④ 設計業務の開始時点で要求水準書に示す資格を有する者（常勤の者に限

る。）を設計管理技術者及び建築（総合）に係る設計主任技術者として配

置できること。 

イ 監理業務に係る要件 

監理業務を行う者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。 

① 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第 1項の規定に基づく一級建

築士事務所の登録を受けている者であること。 

② 建築士法第 26 条第 2 項の規定による当該建築士事務所の閉鎖期間中でな

いこと。 

③ 平成 15 年度以降に日本国内で業務を完了した次に掲げる要件を満たす建

築物の監理業務を元請として履行した実績があること。 

ａ 構造性能評価を受け大臣認定を取得した 5,000 ㎡以上の免震構造の

建築物 

なお、設計・施工分離方式で発注された監理業務を共同企業体で受注し

た場合は、出資比率が最も高い構成員として参加した案件のみを実績とし

て認定し、設計・施工一括発注方式で発注された業務を共同企業体で受注

した場合は、構成員として参加した案件（ただし、監理業務者が 2者以上の

場合は主たる監理業務者となったものに限る。）も実績として認定する。 

④ 監理業務の開始時点で要求水準書に示す資格を有する者（常勤の者に限

る。）を監理業務管理技術者として配置できること。 

ウ 施工業務に係る要件 

施工業務を行う者のうち代表構成員は、次に掲げる要件を全て満たす者と

します。 

① 建築一式工事について、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく特

定建設業の許可を受けていること。 
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② 平成 15 年度以降に日本国内で引渡しを完了した次に掲げる要件を満たす

建築物の施工を元請として履行した実績があること。この場合、両方の要

件を満たす単一の建築物における実績がある場合でも、いずれか一方の要

件を満たす建築物における実績がそれぞれある場合でも可とする。 

ａ 平成 21 年国土交通省告示第 15 号の別添二による建築物の類型四 

業務施設の第２類に該当し、延床面積 5,000 ㎡以上の建築物（複合施

設の場合は、当該用途部分の延床面積が 5,000㎡以上の場合に限る） 

ｂ 構造性能評価を受け大臣認定を取得した 5,000 ㎡以上の免震構造の

建築物 

なお、共同企業体で受注した場合は、出資比率が最も高い構成員として

参加した案件のみを実績として認定する。 

③ 施工業務の開始時点で要求水準書に示す資格を有する者（常勤の者に限

る。）を現場代理人、監理技術者及び施工主任担当者として配置できるこ

と。 

(4)再委託 

参加者は、次に掲げる業務について、発注者の承諾を得て再委託することがで

きます。ただし、この再委託先は、前記(2)に定めるＪＶの構成員に共通する参

加資格に掲げる要件を全て満たす者とします。また、この再委託先は、本プロポ

ーザルの参加者の構成員となっていない者であることとします。 

ａ 設計管理技術者及び建築（総合）に係る設計主任技術者が行わなければな

らない業務を除く設計業務 

ｂ 監理業務管理技術者が行わなければならない業務を除く監理業務 

 

５ 地域経済への貢献の考え方 

技術審査において、市内企業への発注や市内調達の金額及び市内施工事業者の

出資比率に応じ評価します。 
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６ 日程 

日程のうち土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178

号）に規定する休日は、原則として事務局の対応をしません。 

(1)公告、現地確認、参加表明等の日程 

区分 内  容 日   程 

ア 本プロポーザルの公告日 平成 30年 4月 9日（月） 

イ 

現地確認の受付期間 
平成 30年 4月 10日（火）午前 9時から 

平成 30年 4月 20日（金）午後 3時まで 

現地確認期間 
平成 30年 4月 16日（月）から 

平成 30年 4月 27日（金）まで 

ウ 

参加表明に関する質疑の受付期間 
平成 30年 4月 10日（火）午前 9時から 

平成 30年 4月 16日（月）午後 3時まで 

参加表明以外に関する質疑の受付

期間 

平成 30年 4月 10日（火）午前 9時から 

平成 30年 4月 20日（金）午後 3時まで 

エ 

参加表明に関する質疑への回答 平成 30年 4月 20日（金） 

参加表明以外に関する質疑への回

答 
平成 30年 5月 7日（月） 

オ 参加表明書の提出期間 
平成 30年 4月 10日（火）午前 9時から 

平成 30年 4月 27日（金）午後 3時まで 

カ 
参加資格確認結果及び受付番号の

通知 
平成 30年 5月 2日（水）予定 

(2)ＶＥ項目対話の日程 

区分 内  容 日   程 

ア ＶＥ項目対話申請書の受付期間 
平成 30年 5月 9日（水）午前 9時から 

平成 30年 5月 14日（月）午後 3時まで 

イ ＶＥ項目に対する対話の実施 平成 30年 5月 18日（金） 

ウ ＶＥ項目に対する結果の通知 平成 30年 5月 22日（火）予定 

(3)技術提案書の提出、審査等日程 

区分 内  容 日   程 

ア 技術提案書の提出期間 
平成 30年 6月 20日（水）午前 9時から 

平成 30年 6月 22日（金）午後 3時まで 

イ 一次審査実施日 平成 30年 7月上旬 

ウ 一次審査結果の通知 平成 30年 7月中旬予定 

エ 
二次審査実施日（プレゼンテーシ

ョン及びヒアリング） 
平成 30年 7月下旬予定 

オ 二次審査結果の通知 平成 30年 7月下旬予定 
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(4)契約締結等日程 

区分 内  容 日   程 

ア 仮契約締結・審査結果の公表 平成 30年 8月上旬予定 

イ 
本契約の成立（米沢市議会での本

契約の議決が条件） 
平成 30年 9月下旬予定 

 

７ 実施要領等の交付 

(1)本市ホームページ掲載資料 

ア 米沢市新庁舎建設事業公募型プロポーザル実施要領 

イ 米沢市新庁舎建設事業公募型プロポーザル様式集 

ウ 米沢市新庁舎建設事業公募型プロポーザル参加資格審査申請書提出要領（設

計業務及び監理業務） 

エ 米沢市新庁舎建設事業公募型プロポーザル技術提案評価基準書（以下「評価

基準書」という。） 

オ 米沢市新庁舎建設事業要求水準書 

カ 共同企業体建設工事請負仮契約書（案）・契約約款（案） 

キ 米沢市新庁舎建設基本計画 

(2)電子データによる提供資料 

ア 要求水準書 添付資料 

イ 基本計画図 

ウ 既存施設竣工図等 

エ 関係工事参考資料 

(3)電子データの提供期間 

平成 30年 4月 10日（火）午前 9時から 4月 20日（金）午後 3時まで 

(4)電子データの提供方法 

事前に電話予約で受け付けた時間帯に、事務局にて DVD-Rを配付します。 

電子データ受領の際は、守秘義務誓約書（様式 1）を記入し提出してください。 

郵送での対応も可能ですので、事務局宛に電子メールで連絡してください。 

※交付資料は、本業務の技術提案書等の作成のみに使用することとし、目的外

の使用は行わないでください。配布された DVD-Rは情報漏洩のないように適

正に廃棄してください。 
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８ 現地確認 

(1)申込期間 

平成 30年 4月 10日（火）午前 9時から 4月 20日（金）午後 3時まで 

(2)申込方法 

現地確認を希望する場合は、現地確認参加申込書（様式 2）を事務局宛に電子

メールで提出してください。送信後は、必ず事務局宛に電話し、受信確認を行っ

てください。 

(3)現地確認日時の連絡 

現地確認日時は、事務局が調整の上、現地確認参加申込書に記載の担当者に電

子メールで連絡します。平成 30年 4月 16日（月）から平成 30 年 4月 27日（金）

の間で実施予定です。 

 

９ 質疑の受付及び回答 

(1)参加表明に関する質疑 

ア 質疑受付期間 

平成 30年 4 月 10日（火）午前 9時から 4月 16日（月）午後 3時まで 

イ 提出先  事務局 

ウ 提出方法 

質問書（様式 3）に質問内容を記入し、原本ファイル形式のまま保存した電

子データを、事務局宛に電子メールで提出してください。送信後は、必ず事務

局宛に電話し、受信確認を行ってください。 

エ 回答方法 

質疑に対する回答は一括して取りまとめ、回答書を平成 30 年 4月 20日（金）

に、本市ホームページへ掲載します。なお、回答内容は、本実施要領及び関係

する書類の追加、修正として取り扱います。 

(2)参加表明以外に関する質疑 

ア 質疑受付期間 

平成 30年 4 月 10日（火）午前 9時から 4月 20日（金）午後 3時まで 

イ 提出先  事務局 

ウ 提出方法 

質問書（様式 3）に質問内容を記入し、原本ファイル形式のまま保存した電

子データを、事務局宛に電子メールで提出してください。送信後は、必ず事務

局宛に電話し、受信確認を行ってください。 

エ 回答方法 

質疑に対する回答は一括して取りまとめ、回答書を平成 30 年 5 月 7 日（月）

に、本市ホームページへ掲載します。なお、回答内容は、本実施要領及び関係

する書類の追加、修正として取り扱います。 
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10 参加表明書の作成及び提出方法 

本プロポーザルの参加希望者は、以下により参加表明書を提出してください。 

(1)提出期間 

平成 30年 4月 10日（火）午前 9時から 4月 27日（金）午後 3時まで 

(2)提出先  事務局 

(3)提出方法 

提出書類は、事務局に持参するか、郵送により提出してください。ただし、郵

送する場合は、必ず「特定記録郵便」又は「簡易書留」により提出期限必着で送

付してください。送付後は、必ず事務局宛に電話し、到着確認を行ってください。 

(4)提出書類 

ア 参加表明書（様式 4-1） 1部 

イ 参加資格確認書（様式 4-2） 1部 

ウ 共同企業体協定書（様式 5） 1部 

エ 参加資格に関する実績を確認できる資料 1部 

※ページを付して、左上をステープル留めすること。 

オ 電子データ（CD-R）2部 

※CD-R（容量が不足する場合は DVD-R）に、ア～エの提出書類の電子データ

を格納し提出してください。電子データの保存形式は、別に定める提出

書類一覧に記載のとおりとし、必ずウィルスチェックを行ったうえで提

出してください。 

(5)設計業務及び監理業務に係る参加資格審査申請 

本実施要領４(2)イに記載している設計業務及び監理業務に係る参加資格審査

申請が必要な者は別紙「米沢市新庁舎建設事業公募型プロポーザル参加資格審査

申請書提出要領（設計業務及び監理業務）」を参照の上、参加表明書の提出まで

に参加資格審査申請書の提出を行ってください。 

(6)参加資格確認結果の通知 

参加者が、本実施要領「４ 参加資格」に記載している要件を全て満たしてい

るかどうかを確認し、その結果を参加者全員に対して、平成 30 年 5 月 2 日（水）

までに書面を郵送して通知します。併せて参加資格を満たしている参加者には受

付番号を通知しますので、以後の提出書類の記入欄に当該番号を記入してくださ

い。 

(7)参加表明の秘匿 

以降の審査は全て匿名で行いますので、匿名性を担保するため、参加表明をし

た事実の公表は、二次審査の結果公表まで一切行わないでください。 
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11 ＶＥ項目対話申込書等の作成及び提出方法 

ＶＥ（Value Engineering）とは、機能を低下させずにコストを低減できる手段

又はコストを上げずに機能を向上させる手段を採用することにより、コスト縮減

や機能・品質の向上を図ることです。ＶＥ項目の提案を希望する場合には、ＶＥ

項目対話によりＶＥ項目の適否確認を受けることができます。 

(1)ＶＥ項目対話申込に係る提案範囲 

ＶＥ項目対話により変更を提案することができる範囲は、基本計画図の内容に

限るものとし、要求水準書の内容を低下させる提案は認めません。また、提案価

格が提案上限価格を超えない範囲内であれば、コストの上昇を伴う提案も認める

こととします。なお、対話を行わないＶＥ項目の採用は認めません。 

(2)提出方法 

ア 受付期間 

平成 30年 5 月 9日（水）午前 9時から 5月 14日（月）午後 3時まで 

イ 提出先  事務局 

ウ 提出方法 

提出書類は、事務局に持参するか、郵送により提出してください。ただし、

郵送する場合は、必ず「特定記録郵便」又は「簡易書留」により受付期限必着

で送付してください。送付後は、必ず事務局宛に電話し、到着確認を行ってく

ださい。 

エ 提出書類 

① ＶＥ項目対話申込書（様式 6-1） 1部 

② ＶＥ項目一覧（様式 6-2） 10部 

③ ＶＥ項目の内容を説明する参考資料 10部 

④ 電子データ（CD-R） 2部 

※CD-R（容量が不足する場合は DVD-R）に、①～③の提出書類の電子デー

タを格納し提出してください。電子データの保存形式は、別に定める提

出書類一覧に記載のとおりとし、必ずウィルスチェックを行ったうえで

提出してください。 

(3)対話の実施日等 

ア 実施日  平成 30年 5月 18日（金）予定 

イ 会場等  会場、実施時間は別途通知します。 

ウ その他  この対話はＶＥ提案提出者と事務局により対面形式で行います。 

(4)対話結果の通知及び公開 

対話結果は、平成 30年 5月 22日（火）に電子メールで当該ＶＥ項目の提出者

に対してのみ通知します。ただし、対話結果のうち、事務局が全ての参加者に開

示すべきと判断した項目は、当該ＶＥ項目の提出者から承諾を得た上で、参加者

全員に対して通知します。 

(5)ＶＥ項目に関する再対話 

対話において、確認事項を伝えて保留とした提案については、対話結果を通知

した日から 1週間以内を目安に再度、対話を行う場合があります。 
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12 技術提案書の作成及び提出方法 

(1)作成の留意事項 

ア 技術提案書は、要求水準書や基本計画図に示す機能等を満たすとともに、基

本計画の内容を尊重して作成してください。また、機能面、コスト面を総合的

に検討して作成してください。 

イ 技術提案書は、確実に実施できる内容としてください。契約後、受注者側の

責により技術提案書に記載した内容を達成できない場合は、本実施要領「15 

技術提案書不履行に関する措置」に記載している、違約金の請求などの措置を

取ります。 

ウ ＶＥ項目対話において本市が適と判断した内容については、基本計画図に示

された内容を変更した上で提案を行うことができます。なお、適とされた項目

であっても参加者の判断で技術提案書に盛り込まないことも可能です。 

エ 技術提案書に記載された配置予定技術者の変更は、原則として認めません。

ただし、病気、事故、退職等止むを得ない事情により変更が必要な場合は、当

初の配置予定技術者と同等以上の者として本市が認める者を配置してください。 

オ 技術提案書の著作権は、参加者に帰属するものとします。ただし、契約予定

事業者として特定された者の技術提案書については、本プロポーザルに関する

報告等のために契約予定事業者が了解した部分を公表することがあります。 

カ 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等、日本国の法令に基づいて保護さ

れる第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を技術提案書の作

成に使用することにより生ずる責任は、参加者が負うものとします 

キ 技術提案書は、参加者の技術情報保護の観点から、原則として非公開としま

すが、米沢市情報公開・個人情報保護審査会で公開を決定される場合がありま

す。 

ク 都合により技術提案書の提出ができない場合は、参加辞退届（様式 8）を提

出してください。 

(2)提出方法 

ア 提出期間 

平成 30年 6 月 20日（水）午前 9時から 6月 22日（金）午後 3時まで 

イ 提出先  事務局 

ウ 提出方法 

提出する全ての書類を封筒等に入れて封印し、事務局に持参するか、郵送

により提出してください。ただし、郵送する場合は、必ず「特定記録郵便」又

は「簡易書留」により提出期限必着で送付してください。送付後は、必ず事務

局宛に電話し、到着確認を行ってください。 
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エ 提出部数 

① 技術提案書（様式 7-1） 1部 

② 提案価格見積書（様式 7-2,7-3） 1部（封をして提出） 

③ 実績審査に係る提案書（様式 7-4） 2部 

④ ＶＥ項目資料（様式 7-5,7-6） 10部 

⑤ 技術審査に係る提案書（様式 7-7,7-8） 10部 

⑥ 電子データ（CD-R） 1部 

※CD-R（容量が不足する場合は DVD-R）に、①及び③～⑤の提出書類の電

子データ（②は必ず除くこと。）を格納し提出してください。電子デー

タの保存形式は、別に定める提出書類一覧に記載のとおりとし、必ずウ

ィルスチェックを行ったうえで提出してください。 

オ 体裁及び書式 

① 各書類は様式集に示された指定様式、順番、用紙サイズ及び枚数制限に従

い作成してください。 

② Ａ3判様式の書類は、Ａ4判様式の大きさに折り込んでください。 

③ 用紙の余白は、左右、最低 20mm 以上を確保してください。ただし、ペー

ジ番号の位置は除きます。 

④ 「①技術提案書（様式 7-1）」は、代表構成員名の記名押印をし、他の書

類とは綴じ込まず、提出書類の一番上に添えて提出してください。 

⑤ 「②提案価格見積書（様式 7-2,7-3）」は、「米沢市新庁舎建設事業 提

案価格見積書在中」の表示と「提出者名」を記載した封筒に入れ、代表構

成員の代表印で封印してください。 

⑥ 匿名による審査を行うため、「④ＶＥ項目資料（様式 7-5,7-6）」と「⑤

技術審査に係る提案書（様式 7-7,7-8）」の書類には会社名及び会社名を類

推できる固有名詞、ロゴマーク等は一切記載しないでください。記載のあ

る場合には、事務局で黒塗りする場合があります。 

⑦ 「⑤技術審査に係る提案書（様式 7-7,7-8）」は、図表等を適宜活用して

分かりやすい表現としてください。また、本文中で使用する文字フォント

の大きさは、10.5 ポイント以上（図表内の文字は除く。）としてください。 

⑧ 「⑤技術審査に係る提案書（様式 7-7,7-8）」は、下記の提案項目に沿っ

て記載してください。 

（１）業務全般（様式 7-8×2枚） 

ア 業務実施体制 

イ 事業全体の品質・コスト管理体制・方法 

ウ 設計・施工の工程管理体制・方法 

エ 市民への情報公開 

オ 地域経済への貢献１（市内企業への発注や市内調達の方法及びその

金額）※１ 

カ 地域経済への貢献 2（市内施工事業者の出資比率）※２ 
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（２）設計業務（様式 7-8×2枚） 

ア 基本計画の思想を踏まえた合理的な設計提案 

イ 計画地の環境特性を考慮した、使用材料・設備計画の提案 

ウ 維持管理しやすい施設づくり、メンテナンスコスト低減への提案 

（３）施工業務（様式 7-8×1枚） 

ア 計画地の環境特性を考慮した、仮設・施工計画の合理的な提案 

イ 施工段階での品質管理方策 

ウ リスク管理、維持管理 

※１ 地域経済への貢献１について 

市内企業への下請け発注や資材購入等について、以下に示す予定金額と

その達成方法を記入してください。なお、契約後に実績金額を領収書等に

より確認しますので、達成可能な金額で算出してください。 

(1)下請け発注金額 

市内企業への発注が階層構造の一部の場合、施工体制台帳等で確認でき

る範囲における最下層までを算出対象範囲とします。また、その際の合

計金額算出において、市内企業発注の重複加算は行わないものとし、市

内企業が市外企業に発注した分は減算するものとします。（図１参照） 

(2)資材購入費 

参加者が直接市内企業へ発注した金額及び参加者が市外の商社等に一括

発注し、その商社等が市内企業へ発注した金額を算出対象範囲とします。 

(3)住居費用 

参加者や下請企業の社員等の社宅借上料やホテル等宿泊費を算出対象範

囲とします。 

※２ 地域経済への貢献２について 

市内施工事業者の数と合計出資比率を記載してください。 

 

 

参加者 

市内 

Ａ社 

（20） 

市内 

Ｃ社 

（5） 

市外 

Ｄ社 
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（20） 
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市外 

Ｆ社 
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（ ）内は発注金額 
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す
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下請け発注金額にかかる地域経済への貢献額 

Ａ社 20－Ｄ社 5＋Ｅ社 10＝25 

（図１） 
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13 審査の実施及び結果の通知 

(1)審査会の設置 

本事業の優先交渉権者及び交渉権者の選定は、学識経験者等で構成する米沢市

新庁舎建設設計施工者選定審査会（以下「審査会」という。）において、評価基

準書に基づき行います。 

審査会での審査過程（審査会の会議録、各委員の採点表など）は非公開とし、

審査結果に対する異議申し立ては受け付けません。 

なお、審査の公平性を期すため、審査会委員又は審査会委員の三親等以内の親

族が参加者の構成員の役員等である場合は、本プロポーザルの審査に加わらない

こととします。 

○審査会委員名簿 

区分 役  職  名  等 氏  名 

会 長 山形大学工学部 建築・デザイン学科 教授 三 辻 和 弥 

副会長 仙台高等専門学校 建築デザイン学科 教授 坂 口 大 洋 

委 員 
山形県県土整備部 

建築住宅課営繕室 営繕室長 
髙 橋 光 一 

委 員 
公益財団法人山形県建設技術センター 

地域支援部 参事 兼 建築課長 
庄 司 久 一 

委 員 米沢市副市長 井 戸 將 悟 

(2)一次審査 

審査会を開催し、評価基準書に基づき実績審査及び技術審査を行います。参加

者が多数の場合は、二次審査の対象者として上位 5者程度を選定します。審査結

果は、参加者全員に対して、平成 30 年 7 月中旬を目途に書面を郵送して通知し

ます。 

(3)プレゼンテーション審査（二次審査） 

プレゼンテーション審査は、審査会委員が評価基準書に基づき審査します。 

ア 実施日及び会場 

平成 30年 7 月下旬予定、会場未定 

※実施日及び会場については、6月上旬を目途に全参加者に通知します。ま

た、一次審査の通知の際に詳細な時間帯等を通知します。 

イ 説明者 

プレゼンテーションの出席者は、パソコン操作者を含めて 7名以内とします。

なお、技術提案書に記載した配置予定技術者のうち、統括代理人、設計管理技

術者、現場代理人の 3名は必ず出席してください。 

ウ 持ち時間 

プレゼンテーションの持ち時間は 15 分とします。その後、審査会委員から

のヒアリングを 25分程度行う予定です。 
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エ その他 

① プレゼンテーションは、参加者が提出した技術提案書に記載した内容をパ

ワーポイント等にて表現したものとし、新たな内容の資料提示は認めませ

ん。 

② プレゼンテーション及びヒアリングは、市民等に公開して行う予定です。

ただし、傍聴者によるプレゼンテーション及びヒアリング時の写真・動画

の撮影、ICレコーダー等による録音は禁止する予定です。 

③ 参加者が、他の参加者のプレゼンテーション及びヒアリングを傍聴するこ

とは禁止します。また、他の参加者の発言内容等を故意に入手してはなら

ないこととします。 

④ プレゼンテーションは匿名で審査しますので、資料への社名等の記載や発

言等について十分注意してください。 

⑤ プレゼンテーションへの出席に係る費用は、参加者の負担とします。 

⑥ プロジェクター（機器の内容は後日通知）とスクリーン、音響設備は本市

で準備しますが、パソコン等は持参してください。 

(4)総合審査（二次審査） 

ア 審査の実施 

審査会を開催し、一次審査の結果にプレゼンテーション審査と提案価格審

査の結果を加えた合計評価点により、優先交渉権者のほか、交渉権者、非交渉

権者を選定します。 

イ 審査結果の通知等 

① 審査結果は、二次審査の参加者全員に対して、平成 30 年 7 月末を目途に

書面を郵送して通知します。また、優先交渉権者に対しては、仮契約手続

きの方法等について連絡します。 

② 二次審査の結果については、以下の内容を市のホームページ上で公表する

予定です。 

ａ 参加資格を確認し、受付番号を与えた参加者の名称 

ｂ 実績審査の評価点の計 

ｃ 技術審査の評価点の計 

ｄ プレゼンテーション審査の評価点の計（二次審査対象者） 

ｅ 提案価格審査の評価点の計（二次審査対象者） 

ｆ 各評価点の合計（二次審査対象者） 

ｇ 順位 

ｈ その他（優先交渉権者、交渉権者、非交渉権者の別等） 

ウ その他 

① 審査途中で参加者に関する情報は一切公表しません。 

② 本市ホームページで公表する審査結果以外の審査に関する内容についての

問合せは受け付けません。 

③ 審査結果に対する異議申し立ては受け付けません。 
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14 契約の締結 

(1)契約方法 

優先交渉権者と協議し、技術提案内容を反映した基本計画図等の調整を行った

上で、仮契約を締結します。この仮契約は、米沢市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39年条例第 12号）第 2条の規定に基

づき、米沢市議会の議決を得たときに本契約として成立するものとし、本契約の

成立までは、発注者との契約関係が生じるものではありません。 

優先交渉権者が契約を締結するまでの間に本実施要領「14 参加者の失格」に

記載している事項に該当して失格となった場合は、交渉権者の順位の高い者から

順に協議して仮契約を締結するものとします。 

(2)契約金額 

契約金額は、原則として当該参加者が提出した提案価格見積書の金額以内とし

ます。 

(3)請負代金内訳書の提出について 

契約者は契約締結後速やかに、当該参加者が提出した提案価格見積書（内訳書）

に記載した科目に沿って細目まで記載した請負代金内訳書を作成のうえ、発注者

に提出するものとします。 

 

15 参加者の失格 

参加者が次のいずれかに該当した場合は失格とします。 

ア 参加者が本実施要領「４ 参加資格」に記載している要件を満たさなくなっ

た場合 

イ 提出書類等に虚偽の記載がある場合 

ウ 参加者に審査の公平性を害する行為や著しく信義に反する行為がある場合 

エ 提出書類等を所定の方法で提出しない場合 

オ 提出書類等が所定の様式、内容等を満たさない場合 

カ プレゼンテーション審査に出席しない場合（自然災害等の不測の事態が発生

した場合を除く） 

キ その他審査会が失格と認めた場合 

 

16 技術提案書不履行に関する措置 

受注者は、技術提案書の提案内容を確実に実施してください。本業務の完了時

に受注者側の責により技術提案書に記載した内容を履行できなかった場合又は本業

務の完了前にあっても履行できないと認められた場合、受注者は本市に対して次の方

法により違約金を支払うものとします。 

違約金Ａ＝履行できないことにより減少する評価点数Ｂ×1点相当額Ｃ 

・Ａは税抜き額である。 

・Ｂは受注者と本市で協議して定める。 

・Ｃは提案上限価格の 20％を 20点で除した額とし税抜き額である。 

なお、提案内容と異なる方法等で同等の機能・品質を達成し、本市が認めたと

きは、違約金を減額又は免除する場合があります。 
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17 プロポーザルの中止 

自然災害等の止むを得ない理由により、本プロポーザルを実施できないと認め

られるときは、中止する場合があります。この場合、本プロポーザルの準備に要

した費用を本市に請求することはできません。 

 

（参考）本プロポーザルの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加資格審査 

参加資格を満たさない場合 

失格 

事務局 

審査会 

提出者 

＜凡例＞ 

7月下旬 二次審査（プレゼンテーション審査、提案価格審査） 

提案価格見積書の開封【評価点④】 

提案価格見積書を未開封で保管 

プレゼンテーション審査の採点【評価点③】 

【合計評価点】の算定 
（合計評価点＝評価点①+評価点②+評価点③+評価点④） 

 7月下旬 二次審査結果通知 

7月上旬 一次審査 （実績審査・技術審査） 

4/27参加表明書 提出締切 

 技術審査の採点【評価点②】 

5/22 VE項目結果通知 

採点結果の確認、ヒアリング対象者の選定 

プレゼンテーション・ヒアリングの実施 

 一次審査結果通知 

 8月上旬 仮契約締結・審査結果の公表 

順位付けと、優先交渉権者及び交渉権者、並びに非交渉権者の選定 

 9月下旬 本契約の成立（米沢市議会での本契約の議決が条件） 

参加資格の確認 

5/9～5/14 VE項目対話 受付期間 5/18 VE項目対話の実施 

 5/2参加資格確認結果通知 

6/22技術提案書 提出締切 

4/9 公告 募集開始 

 実績審査の採点【評価点①】 


